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市民参加実施結果シート
結果 （途中経過）

令和８年４月１日時点
担当課： 障害者支援課・福祉政策課

（１）市民参加の手続　実施結果について

市民参加の実施方法 ①その手法を選択した理由等 ②開催告知日 ③募集期間 ④受付方法 ⑤開催日・場所等 ⑥対象者・人数等 ⑦委員構成 ⑧結果の公表 ⑨関連するＨＰの広報ＩＤ ⑩市民参加手続実施後の検証 ⑪意見の反映 ⑫工夫したこと・その他

市民参加の
実施結果を
踏まえた担
当課の意見

事業
タイトル

障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう共
生社会の実現のための基本計画と具体的な目標を定める計画の策定 市が考える

市民等への影響

<メリット>
・障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現へ向けた計画の策定を検
討する。
<デメリット>
・特になし。正式名称 第７次流山市障害者計画・第８期流山市障害福祉計画・第４期流山市障害児福祉計画

概　要

「第７次障害者計画」については、障害者基本法第１１条を根拠とするもので、令和９年度から令和１４年度を計画期間とし、障害者施策全般に関する「基本計画」として策定します。「第８期
障害福祉計画・第４期障害児福祉計画」については、「第７次障害者計画」を推進するための「実施計画」をして策定するもので、それぞれ、障害者総合支援法第８８条及び児童福祉法第３３条
の２０を根拠とし、「障害福祉計画」と「障害児福祉計画」の２つの計画を一体的な計画として策定し、サービスの提供体制の確保や推進のための取組を定めるとともに、障害福祉サービス及び
障害児通所支援等に必要な供給量を見込むことを目的としています。

上位計画
の有無 有（国）


